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平成２７年五所川原市教育委員会第９回定例会議決結果表 

 

議 案 番 号       提 案 年 月 日            件              名 議 決 年 月 日            結  果 

 

    

 

 

議決議案なし 
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平成２７年五所川原市教育委員会第９回定例会会議録 

日時：平成２７年８月２０日（木） 午後１時３３分開会 

場所：五所川原市金木庁舎 ４階第１会議室 

 

◎議事日程  

  第 １ 開会 

 第 ２  会議録署名委員の指名 

第 ３ 会期の決定 

  第 ４ 前回会議録の承認（第８回定例会） 

  第 ５ 教育長の報告 

  第 ６ 付議案件の確認 

第 ７ その他 

     １ 平成２７年度五所川原市教育委員会の教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書 

について（追加説明） 

２ 一学期の生徒指導の状況について 

３ 総合教育会議について 

４ 五所川原・鹿嶋子ども交流事業について（結果報告） 

５ 第７０回市町村対抗青森県民体育大会について（結果報告） 
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◎出席教育長及び委員（４名）                                教育長                     長 尾 孝 紀 

                                １番                   阿 部 育 也 委員 

２番            丁子谷      悟 委員 

                                                            ４番                       三 潟 洋 生 委員 

 

◎欠席した委員（１名） 

                     ３番                    木 村 吉 幸 委員 

 

◎説明のため出席した職員（６名）                                                                               

                             教育総務課            課長 伊 藤 一二三 

                             社会教育課                  課長  夏 坂 泰 寛 

文化スポーツ課            課長 葛 西   一 

                               指導課            課長 佐々木 瑞 信 

図書館            館長 山 中   均 

学校給食センター            所長 對 馬 隆 博 

 

◎職務のため出席した職員（１名）                                                                         

                                                     教育総務課                    課長補佐 福 山 佳 秀 

 

 

 

 

 

◎開 会 

○長尾教育長 

    本日は木村委員が欠席ということですが、出席は私ほか委員が３名、定足数に達しております。これより平成２７年五所川原

市教育委員会第９回定例会を開会いたします。 
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◎会議録署名委員の指名 

◯長尾教育長 

日程第２ 会議録署名委員の指名に入ります。会議録署名委員は、委員会会議規則第１７条第２項の規定により教育長が指名

とありますので、私の方から指名いたします。１番 阿部委員、４番 三潟委員にお願いいたします。 

 

 

◎会期の決定 

◯長尾教育長 

日程第３ 会期についてお諮りいたします。会期は本日一日といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

◯長尾教育長 

御異議なしと認めます。よって、会期は本日一日とすることに決定いたしました。 

 

 

◎前回会議録の承認（第８回定例会） 

○長尾教育長 

    日程第４、前回の会議録の承認についてでありますが、御異議なければ承認したいと思います。 

 

    （異議なしの声あり） 

 

○長尾教育長 

  御異議がないようですので、第８回定例会の会議録は承認することに決しました。 

 

 

◎教育長の報告 
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○長尾教育長 

  次に日程第５、教育長の報告に入ります。 

 

○長尾教育長 

まず最初に、外国語指導助手ＡＬＴ３名に再任用の辞令を８月７日に交付したことについてお知らせします。金木中が拠点校

のエイベット先生は、３年勤務し４年目に入ります。五一中が拠点校のキャロリン先生は３年目、五三中が拠点校のショーン先

生は２年目になります。辞令交付後の懇談では、それぞれが担当している子ども達の様子や、赴任した当時小学生と中学生への

接し方で困ったことも話してくれました。また、最初はホームシックにかかったこともあり、指導課の先生方に大変お世話になっ

たことなども話してくれました。また、ＡＬＴの方々の自己評価シートには、 

・自分が考えた英語の学習ゲームで子ども達が盛り上がってくれるのがとてもうれしい。複雑なゲームは盛り上がらないのでシ

ンプルなゲームにすることを心がけている。 

・子ども達と一緒に給食を食べたり、休み時間にサッカーやバスケットをして遊んだりするのがとても楽しい。 

・運動会や文化祭などの学校行事に参加して子ども達と仲良くなったり、打ち上げに参加して先生方と更に仲良くなったりする

のがうれしい。 

・学校以外の場でも立佞武多に参加したり、津軽弁大会に参加したりして日本人の友達が増えていくのが楽しい。 

などが寄せられていました。この他、日常生活で不便だと思うことは、銀行のＡＴＭの営業時間が限定されていて、しかも手数

料が取られることを挙げ、アメリカでは２４時間営業で手数料がないそうです。食材特に肉や魚などの値段がアメリカに比べと

ても高くて困るそうです。ちなみに、再任用を希望する場合は、最長で５年間勤務することが可能です。 

次に、一昨年から実施している「五所川原・鹿嶋子ども交流事業」についてですが、今年は、鹿嶋市の５年生児童２４名と引

率者６名の計３０名が、８月４日から３日間、五所川原市を訪問しました。詳しくは、後ほど社会教育課長から説明させます。

これとは別行動になりますが、鹿嶋市の教育長と課長が６日と７日の２日間当市を訪問し、寺田教育部長が祭りや観光施設を案

内しました。来年は、五所川原市の児童が夏休み期間中に鹿嶋市を訪問する予定です。私からは以上です。 

 

 

◎付議案件の確認 

○長尾教育長 

日程第６、付議案件の確認に入ります。告示の時点で付議案件はなかったようですが、その後、提案された案件があったもの

か、事務局より説明を求めます 
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◯教育総務課課長補佐（福山佳秀） 

  本定例会告示の日より本日までの間に、付議案件の提出はありませんでした。 

 

 

◎その他 

○長尾教育長 

   本定例会では付議案件がないということですので、日程第７、その他に入ります。まず、「平成２７年度五所川原市教育委員

会の教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書について（追加説明）」担当課から説明を求めます。 

 

◯教育総務課課長補佐（福山佳秀） 

前回定例会にて審議された「平成２７年度五所川原市教育委員会の教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報

告書」の追加説明として、就学援助の基本的項目が区域外就学者においても当市と他市町の相互援助により支給されていること

を説明する。 

 

◯文化スポーツ課長（葛西一） 

  同様に、追加説明として、市民体育館の駐輪場設置工事の詳細について説明する。 

 

◯長尾教育長 

  只今の説明に、御質問等ございませんでしょうか。 

 

◯丁子谷委員 

  只今、２点について説明がありましたが、前回の定例会で話し合われたその他の点について、修正等その後の対応はどうなっ

ているのでしょうか。 

 

◯教育総務課課長補佐（福山佳秀） 

  前回の定例会において委員の皆様からいただいた指摘事項につきましては、字句の間違いを訂正したり、表現を改めたり、表

にできるものは表にするなど、大方を修正しております。しかしながら、表にするのが難しいなど、修正できなかった箇所も残
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りましたので、来年度に向けて表現に工夫を加えていけるものか、今後の課題として検討していきたいと考えております。なお、

説明が遅れましたが、本日は定例会の資料として、修正後の報告書をお配りしておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

◯丁子谷委員 

  前回の定例会で話し合われ修正することで承認されたからそれで良いという意識ではなく、各課及び施設の長の皆さんには、

修正が正しく行われているかどうかしっかり確認し、漏れや間違いが無いようにしてほしいと思います。 

 

◯長尾教育長 

  就学援助の支給について、他市町から当市へ区域外就学している場合は、当市から他市町へ区域外就学している場合と比べ、

学校給食費・修学旅行費・学用品費のほか「その他」が支給されているようですが、具体的にはどのような内容なのでしょうか。 

 

◯教育総務課課長補佐（福山佳秀） 

  支給する項目は、各自治体で決定しているため、表にある４市町によってそれぞれ異なりますが、「その他」の支給項目の例

として、新入学児童生徒学用品費、校外活動費、体育実技用具費、通学費、通学用品費があります。 

 

◯長尾教育長 

  当市に来る児童生徒に支給される分が、当市から行く児童生徒には支給されないということになります。当市では、予算要求

をしてようやく学用品費について支給できるようになったところであり、更に支給項目を増やすべく予算要求しているものの、

予算化されない状況です。今後は、担当において、より強く財政当局と協議していってほしいと思います。 

 

◯長尾教育長 

それでは他に、御質問等ございませんでしょうか。 

 

（なしの声あり） 

 

◯長尾教育長 

ないようですので、次に「一学期の生徒指導の状況について」担当課より説明を求めます。 
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◯指導課長（佐々木瑞信） 

  一学期の生徒指導の状況について、資料を基に説明する。 

 

◯長尾教育長 

  只今の説明に、御質問等ございませんでしょうか。 

 

◯三潟委員 

  暴力行動がある生徒についてですが、特定の生徒などへのいじめなどといったこともしているのでしょうか。 

 

◯指導課長（佐々木瑞信） 

  今回は、当該生徒に対して学級担当の教諭から悪ふざけの行動について指導したところ激昂したものであり、普段からいじめ

行動があるという話は聞いていません。 

 

◯長尾教育長 

  当該生徒については、小学生の時も指導を要していたもので、その辺りの経過を皆で踏まえながら対応していく必要があると

思います。また、その他のケースについても危機意識を持って対応することとし、学校と教育委員会との連絡調整について指導

課から各校に伝えるとともに、関係機関との連携を密に保ってほしいと思います。 

 

◯長尾教育長 

それでは他に、御質問等ございませんでしょうか。 

 

（なしの声あり） 

 

◯長尾教育長 

ないようですので、次に「総合教育会議について」担当課より説明を求めます。 

 

◯教育総務課課長補佐（福山佳秀） 

  総合教育会議について、開催候補期日、会議出席予定者、会議運営要綱の内容を、資料を基に説明した。 
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◯長尾教育長 

  只今の説明に、御質問等ございませんでしょうか。 

 

◯丁子谷委員 

  前回の定例会で、総合教育会議において要望していただきたい事項が３件あるとお話しましたが、それらは会議の中で取り上

げられるのでしょうか。また、取り上げられるとしても単なる意見交換で終わってはいけないため、事前に市長部局と協議し、

その結果を私達にも説明してほしいと要望しましたが、どうなったでしょうか。 

 

◯長尾教育長 

  次第の中でいうと、意見交換のところで取り上げることができるのではないかと思います。 

 

◯教育総務課課長補佐（福山佳秀） 

  審議する教育大綱については企画課と事前協議し、また、意見交換の中で取り上げる予算に関係する要望については財政課と

事前協議が必要となります。この会議は、市長が招集するため本来は市長部局が担当するものですが、当市では補助執行により

教育委員会が事務局を担当することになっており、現在、教育総務課にて事前協議に向けて関係資料をまとめているところです。

予算関係について全て認めてもらうというのも難しいかもしれませんが、これから財政課と協議して、会議内での方向性や結論

的なところまで確認したいと思います。これらのことが確認できましたら、９月の次回定例会において委員の皆様にご説明する

予定となっておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

◯長尾教育長 

  当市の場合は、事情により第一回の会議の開催が延び、通常は第二回目の会議で主な内容になる予算に関する事項も話し合う

ことになりました。その辺りの準備について事務局には、市長部局と連絡を取り合いしっかり対応してもらいたいと思います。 

 

◯丁子谷委員 

  以前の定例会で、給食費の未納がやがて欠損金扱いになるとの話があったと記憶しています。未納問題の解決とういうわけで

はありませんが、平成２８年度中に学校給食センターが新しくなることから、「給食費を無料にする」というアドバルーンを総

合教育会議で上げても良いのではないかと思います。また、新しい学校給食センターが始まると、食物アレルギーについては何
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でも対応できるものと勘違いされる恐れがありますので、対応できるものは対応し、対応できないものについては補助をするな

どの対応が必要になってくるのではないでしょうか。給食費の無料化やアレルギー対応としての補助について、実施するなら概

算でどれくらいの予算措置になるのか、学校給食センター長には把握しておいてほしいと思います。 

 

◯学校給食センター長（對馬隆博） 

  只今お話のあった給食の無料化とアレルギー対応としての補助につきまして、概算でどれくらいになるのか確認いたします。 

 

◯長尾教育長 

それでは他に、御質問等ございませんでしょうか。 

 

（なしの声あり） 

 

◯長尾教育長 

ないようですので、次に「五所川原・鹿嶋子ども交流事業について（結果報告）」担当課より説明を求めます。 

 

◯社会教育課長（夏坂泰寛） 

  五所川原・鹿嶋子ども交流事業の結果について、資料を基に説明した。 

 

◯長尾教育長 

  昨年度の鹿嶋市訪問に参加した当市の児童が、今年は鹿嶋市の児童を歓迎したということもあり、とても良い交流会になりま

した。お互い行き来を重ねていくので、教育委員会で全て企画するよりも、子ども達に歓迎行事などの内容をいろいろ考えても

らうなどした方がより素晴らしい交流になり、事業が継続されていくのだと思います。 

 

◯阿部委員 

  交流で当市を訪れた鹿嶋市の子ども達の男女の比はどのようなものだったのでしょうか。 

 

◯社会教育課長（夏坂泰寛） 

  女の子の方が多くなっています。 
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◯長尾教育長 

  鹿嶋市では、各学校から参加児童を集めているようです。当市では一般募集にしており、昨年度はちょうど定員の申込みがあ

りました。どちらも女の子のほうが多いようです。その理由としては、夏休み中に実施するため男の子がサッカーなど部活の試

合と重なってしまうことなどがあるようです。ちなみに、来年度は当市の５年生が鹿嶋市に行くことになりますが、鹿島アント

ラーズのホームでの試合に合わせて日程が組まれることになります。 

 

◯長尾教育長 

それでは他に、御質問等ございませんでしょうか。 

 

（なしの声あり） 

 

◯長尾教育長 

ないようですので、次に「第７０回市町村対抗青森県民体育大会について（結果報告）」担当課より説明を求めます。 

 

◯文化スポーツ課（葛西一） 

  第７０回市町村対抗青森県民体育大会の結果について、資料を基に説明した。 

 

◯長尾教育長 

  来年度は、当市を中心に西北五つがる地域で開催されます。地元開催ということで事務局として忙しくなると思いますが、体

育協会と連携を深め対応してほしいと思います。 

 

◯丁子谷委員 

  資料には、各種目の優勝についてのみ掲載していますが、当市の順位がどうであったのかを知りたいので、当市の結果を紹介

するようにしてください。良い結果であれば励みになり、そうでなければ頑張ろうという気持ちになるものです。 

 

◯文化スポーツ課（葛西一） 

  バレーボールが男女で準優勝しましたが、女子の準優勝については近年にない好成績でした。野球も準決勝で同点のうえジャ
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ンケンに負けて決勝進出を逃すなど、健闘した種目がありました。一方、全１８種目のうちウェイトリフティングと銃剣道につ

いて当市からの参加がありませんでした。参加するだけでもポイントが得られるため、これら２種目に参加することは総合ポイ

ントを上げ、市の部の中で順位を上げることにつながります。来年度は地元開催ということもあり、全種目参加という方向で考

えており、これらの種目の競技者の確認を行っていきたいと思います。 

 

◯長尾教育長 

それでは他に、御質問等ございませんでしょうか。 

 

（なしの声あり） 

 

◯長尾教育長 

御質問等がないようですが、他に「その他」として何かございませんでしょうか。 

 

  （なしの声あり） 

 

◯長尾教育長 

    それではないようですので、以上をもちまして平成２７年五所川原市教育委員会第９回定例会を終わります。 

  ありがとうございました。 

 

                                               午後２時４８分閉会 
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署  名   

 

 

五所川原市教育委員会会議規則第１７条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

 

  平成２７年８月２０日 

 

 

 

  五所川原市教育委員会教育長       長 尾 孝 紀 

 

 

 

  五所川原市教育委員会委員                １番    阿 部 育 也 

 

 

 

  五所川原市教育委員会委員                ４番    三 潟 洋 生 

 

 

 

  会議の書記 教育総務課長                      伊 藤 一二三 


